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は
じ
め
に

　

東
大
寺
の
塔
頭
で
あ
る
宝
珠
院
に
一
枚
の
下
地
中
分
絵
図
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
筆

者
は
二
〇
一
三
年
八
月
に
宝
珠
院
所
蔵
史
料
の
調
査
・
撮
影
に
参
加
し
、
こ
の
絵
図

の
存
在
を
知
っ
た
。
そ
の
後
、
気
に
か
け
な
が
ら
も
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
て

い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
度
、
よ
う
や
く
、
こ
の
絵
図
の
性
格
に
つ
い
て
一
つ
の
考
え

を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
あ
ら
た
め
て
原
本
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
絵
図
の
作
成
の
経
緯
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
内
容
を
分
析

し
、
絵
図
に
描
か
れ
た
地
域
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
る
こ

と
と
し
た
い
。

一
　
東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
の
下
地
中
分
絵
図

　

東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
の
下
地
中
分
絵
図
は
六
五
㎝
×
七
七
㎝
ほ
ど
の
大
き
さ
で
、

三
三
㎝
×
二
六
㎝
ほ
ど
の
料
紙
六
枚
か
ら
な
っ
て
い
る
。
現
状
で
は
裏
打
ち
が
施
さ

れ
、
八
つ
折
り
の
状
態
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
図
は
、
黄
土
色
の
二
重
線
で
囲
ま
れ
た
耕
地
お
よ
び
そ
の
北
・
南
・
西
に
広

が
る
緑
色
で
彩
色
さ
れ
た
草
地
を
、「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
と
「
杭
瀬
村
地
頭
方
」

と
に
朱
線
に
よ
っ
て
中
分
し
た
絵
図
で
あ
る
。

　

墨
で
「
東
」「
西
」「
南
」「
北
」
と
方
位
を
記
し
、
朱
で
「
東
大
寺
法
華
堂
方
」「
杭

瀬
村
地
頭
方
」「
樋
、
法
華
堂
方
」「
樋
、
地
頭
方
」「
樋
、
両
方
可
寄
合
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　

耕
地
の
多
く
は
短
冊
形
に
整
え
ら
れ
、
墨
で
そ
の
面
積
が
記
さ
れ
て
お
り
、
総
計

は
七
町
一
段
と
推
計
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
そ
の
名
主
あ
る
い
は
作
人
の
名
を
墨
で
記
し
た
貼
紙
が
貼
付
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
に
限
ら
れ
る
。

　

耕
地
を
囲
む
黄
土
色
の
二
重
線
に
は
七
カ
所
に
「
樋
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の

「
樋
」
の
構
造
は
「
大
和
国
西
大
寺
与
秋
篠
寺
堺
相
論
絵
図
」
に
描
か
れ
た
、「
赤
皮

田
池
」か
ら
用
水
を
引
く「
南

樋
」「
北
樋
」
と
類
似
し
て

い
る
。

　

ま
た
東
北
隅
に
は
、
小
丘

陵
状
の
描
写
の
上
に
松
と
社

殿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

杭
瀬
村
が
神
崎
川
の
河
口

地
域
に
当
た
り
、
干
拓
に
よ

る
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

黄
土
色
の
二
重
線
は
干
拓
に
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よ
る
耕
地
を
囲
む
堤
、「
樋
」
は
排
水
の
た
め
の
樋
と
判
断
で
き
る
。
西
南
部
の
二

カ
所
の
「
樋
」
に
は
彩
色
さ
れ
て
い
な
い
二
重
線
が
つ
な
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
排

水
溝
を
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

樋
と
草
地
が
耕
地
の
北
・
南
・
西
に
描
か
れ
東
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
、
東
西
に

掘
ら
れ
た
排
水
溝
に
つ
な
が
る
樋
が
西
側
に
の
み
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
側

が
安
定
し
た
陸
地
側
、
北
・
南
・
西
側
が
よ
り
低
湿
な
水
面
側
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
草
地
も
中
分
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
草
地
は
今
後
の
開

発
が
見
込
ま
れ
る
未
開
発
の
湿
地
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
か
ら
、
こ
の
図
は
神
崎
川
河
口
地
域
の
干
拓
地
お
よ
び
そ
れ
に
隣
接
す
る
未

開
発
の
湿
地
を
「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
と
「
杭
瀬
村
地
頭
方
」
と
に
中
分
し
た
際
に

作
成
さ
れ
た
絵
図
で
あ
り
、「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
絵
図
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
　
絵
図
作
成
の
経
緯

　

こ
の
時
期
の
杭
瀬
荘
近
辺
の
状
況
に
つ
い
て
は
戸
田
芳
実
氏
の
「
鎌
倉
時
代
の
尼

崎
」
な
ど
に
詳
し
い
。
戸
田
氏
の
叙
述
お
よ
び
関
係
史
料
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
経

緯
が
知
ら
れ
る
。

　

杭
瀬
荘
は
開
発
以
来
、
藤
原
通
俊
か
ら
通
俊
の
娘
で
藤
原
（
堀
河
）
経
実
の
妻
と

な
っ
た
人
物
を
介
し
て
堀
河
家
の
所
領
と
な
り
鎌
倉
末
期
の
藤
原
氏
女
ま
で
相
伝
さ

れ
た
荘
園
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
永
仁
（
一
二
九
三
～
九
九
）
頃
、
東
大
寺
が
猪
名
荘
内
と
称
し
て

訴
訟
を
行
っ
た
が
退
け
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
乾
元
年
中
（
一
三
〇
二
～
三
）
に
、
浄
土
寺
門
跡
が
橘
御
園
内
と
称
し

て
訴
え
、
後
宇
多
院
の
院
宣
に
よ
っ
て
「
押
妨
」
し
た
。
こ
の
時
、
東
大
寺
は
浄
土

寺
と
「
私
和
与
」
を
行
っ
て
杭
瀬
荘
を
「
中
分
」
し
た
と
い
う
。
以
上
は
藤
原
氏
女

方
の
主
張
で
あ
り
、
東
大
寺
に
よ
れ
ば
、
堀
河
経
顕
（
藤
原
氏
女
の
父
）
が
橘
御
園

内
と
述
べ
た
た
め
、
東
大
寺
と
浄
土
寺
と
の
相
論
と
な
り
、
中
分
が
行
わ
れ
た
の
だ

と
い
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
杭
瀬
荘
は
東
大
寺
と
浄
土
寺
と
の
間
で
中
分
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
時
、「
西
野
新
開
荒
野
等
」
を
支
配
し
た
の
が
、
東
大
寺
領
の
兵
庫
関
な

ど
を
請
け
負
っ
て
い
た
澄
承
僧
都
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
「
西
野
新
開
荒
野
等
」

は
杭
瀬
荘
内
で
あ
る
と
地
頭
が
鎌
倉
幕
府
に
訴
え
た
結
果
、
地
頭
が
そ
の
半
分
を
知

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
関
東
下
知
状
は
「
西
野
中
分
時
之
関
東

御
下
知
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、「
西
野
新
開
荒
野
等
」
は
杭
瀬
荘
地
頭
と
澄
承
と
の

間
で
中
分
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
れ
を
う
け
て
藤
原
氏
女
は
、
幕
府
も
「
西
野
新
開
荒
野
等
」
が
杭
瀬
荘
内
で
あ

る
こ
と
認
め
て
お
り
、
杭
瀬
荘
と
猪
名
荘
は
別
の
荘
園
で
あ
る
と
主
張
し
、
元
亨
元

年
（
一
三
二
一
）
四
月
に
安
堵
の
勅
裁
を
獲
得
し
た
が
、
澄
承
が
従
わ
な
か
っ
た
た

め
、
元
亨
三
年
（
一
三
二
三
）
に
も
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
西
野
新
開
荒
野
等
」
が
杭
瀬
荘
地
頭
と
澄
承
と
の
間
で

中
分
さ
れ
た
の
は
、
乾
元
年
中
（
一
三
〇
二
～
三
）
か
ら
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）

の
間
の
こ
と
と
な
る
。

　

一
方
、
近
年
調
査
が
行
わ
れ
た
京
都
大
学
所
蔵
の
宝
珠
院
文
書
か
ら
は
、
嘉
元
四

年
（
一
三
〇
六
）
に
東
大
寺
法
華
堂
が
、
そ
の
所
領
で
あ
っ
た
「
摂
津
国
猪
名
荘
東

野
」「
長
洲
村
開
発
田
東
野
」
を
濫
妨
し
た
と
し
て
、
杭
瀬
村
（
杭
瀬
荘
と
も
）
の

地
頭
美
藤
左
衛
門
尉
の
代
官
左
衛
門
三
郎
を
訴
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
の
杭
瀬
荘
雑
掌
申
状
案
に
は
、
文
保
二
年
（
一

三
一
八
）
三
月
二
十
三
日
の
「
地
頭
和
与
状
」
が
副
進
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は

「
西
野
新
開
荒
野
等
」
が
「
当
荘
（
杭
瀬
荘
、
筆
者
注
）
内
と
し
て
御
下
知
に
預
か

る
事
」
を
示
す
も
の
と
し
て
副
進
さ
れ
て
お
り
、
先
に
見
た
澄
承
と
杭
瀬
荘
地
頭
と

の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
猪
名
荘
長
洲
野
路
開
発
」

に
関
す
る
「
文
保
二
年
三
月
廿
三
日
関
東
下
知
状
」
の
存
在
も
知
ら
れ
、
こ
の
関
東

（
３
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下
知
状
と
地
頭
の
和
与
状
は
一
連
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、戸
田
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、藤
原
氏
女
の
言
う
と
こ
ろ
の
杭
瀬
荘「
西

野
新
開
荒
野
等
」
と
、
東
大
寺
の
言
う
と
こ
ろ
の
猪
名
荘
「
東
野
」
あ
る
い
は
「
長

洲
村
開
発
田
東
野
」
は
同
一
の
空
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
の
下
地
中
分
絵
図
は
、
嘉
元

四
年
（
一
三
〇
六
）
か
ら
の
東
大
寺
法
華
堂
と
杭
瀬
荘
地
頭
と
の
相
論
に
対
す
る
、

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
二
十
三
日
の
和
与
の
成
立
と
幕
府
の
裁
許
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
、「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒
野
等
下
地
中
分
絵
図
」
で
あ
る
と
推

定
で
き
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒
野
等
下
地
中
分
絵
図
」
を
和
与
・

裁
許
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
絵
図
正
本
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。正
本
で
あ
れ
ば
、

中
分
線
の
左
右
に
執
権
・
連
署
（
文
保
二
年
は
執
権
北
条
高
時
・
連
署
金
沢
貞
顕
）

あ
る
い
は
両
当
事
者
の
花
押
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

最
も
南
側
の
耕
地
を
分
割
す
る
中
分
線
は
「
道
円
ゝ
」
の
貼
紙
の
あ
る
耕
地
の
左
右

両
側
に
ひ
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
右
（
東
）
側
が
正
し
い
と
考
え

ら
れ
、
中
分
線
を
引
く
際
の
誤
り
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
貼
紙
の
上
か
ら
中
分
線
が

引
か
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
こ
の
絵
図
が
正
本
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　
「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
に
の
み
名
主
あ
る
い
は
作
人
の
名
と
考
え
ら
れ
る
貼
紙
が

貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
現
状
の
「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒

野
等
下
地
中
分
絵
図
」
は
、
和
与
・
裁
許
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
正
本
に
基
づ
き
、

「
東
大
寺
法
華
堂
方
」
の
管
理
・
支
配
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

三
　
絵
図
か
ら
見
る
「
西
野
新
開
荒
野
等
」

　

東
大
寺
宝
珠
院
所
蔵
の
絵
図
が
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
の
東
大
寺
法
華
堂
と
杭

瀬
荘
地
頭
と
の
間
で
の
和
与
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒

野
等
下
地
中
分
絵
図
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
絵
図
の
内
容
を
考
え
て
み

よ
う
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
絵
図
に
は
堤
で
囲
ま
れ
た
「
西
野
新
開
」
の
耕
地
と
そ
こ
か

ら
の
排
水
溝
と
排
水
樋
、「
西
野
新
開
」
の
北
・
南
・
西
に
広
が
る
「
荒
野
」
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
樋
と
「
荒
野
」
の
存
在
状
況
か
ら
、
東
側
が
安
定
し
た
陸
地

側
、
北
・
南
・
西
側
が
よ
り
低
湿
な
水
面
側
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
二

重
線
で
描
か
れ
た
排
水
溝
が
南
北
の
真
ん
中
の
中
分
線
部
分
の
他
は
、
そ
の
南
側
に

の
み
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
西
野
新
開
」
の
北
半
分
よ
り
も
南
半
分
の
方
が
低

湿
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、「
西
野
新
開
」
地
域
で
は
、

東
北
方
か
ら
西
南
方
へ
土
地
形
成
が
進
ん
で
い
る
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
条
件
下
に
あ
る
「
西
野
新
開
」
の
東
北
隅
に
は
、
小
丘
陵
状
の
描
写

の
上
に
松
と
社
殿
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
「
西
野
新
開
」
の
開
発
の
出
発
点
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
社
殿
に
隣
接
す
る
耕
地
が
「
政
所
」・「
延
福
寺
」
に

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
延
福
寺
は
同
じ
く
神
崎
川
河
口
地
域
に
所

在
し
た
東
大
寺
領
長
洲
荘
（
あ
る
い
は
猪
名
荘
と
も
）
の
野
地
村
内
に
あ
り
「
寺
家

政
所
延
福
寺
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

下
地
中
分
は
「
西
野
新
開
」
を
東
北
部
・
東
南
部
・
西
北
部
・
西
南
部
に
四
分
割

し
、
東
大
寺
法
華
堂
が
東
北
部
と
西
南
部
を
、
杭
瀬
荘
地
頭
が
西
北
部
と
東
南
部
を

得
る
こ
と
で
、
陸
地
側
と
水
面
側
の
そ
れ
ぞ
れ
を
等
分
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
中
で
も
最
も
安
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
東
北
部
を
東
大
寺
法
華
堂
が
確
保

し
、
そ
の
中
で
も
最
も
安
定
し
て
い
る
部
分
を
東
大
寺
の
尼
崎
地
域
に
お
け
る
拠
点

で
あ
る
「
政
所
」「
延
福
寺
」
が
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、「
西
野
新
開
」
の
耕
地
が
基
本
的
に
直
線
で
区
切
ら
れ
た
短
冊
形
を
し
て

い
る
こ
と
は
、「
西
野
新
開
」
内
は
高
低
差
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
平
坦
な
土
地

を
開
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

（
９
）

（
10
）
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平
等
の
観
点
と
貼
紙
の
存
在
か
ら
は
、
最
も
南
側
の
耕
地
を
分
割
す
る
中
分
線
は

「
道
円
ゝ
」
の
貼
紙
の
あ
る
「
一
段
六
十
歩
」
の
耕
地
の
右
（
東
）
側
の
中
分
線
が

正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
若
干
の
誤
差
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

東
大
寺
法
華
堂
方
が
三
町
四
段
三
〇
〇
歩
、
杭
瀬
荘
地
頭
方
が
三
町
六
段
六
〇
歩
と

な
る
。
地
頭
方
が
一
段
一
二
〇
歩
多
く
な
る
が
、
東
大
寺
法
華
堂
方
が
最
も
条
件
の

良
い
東
北
部
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
や
、後
に
述
べ
る
樋
の
配
分
を
考
え
る
な
ら
ば
、

平
等
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
荒
野
」
部
分
の
中
分
線
の
引
き
方
は
不
自

然
な
複
雑
さ
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
堤
の
維
持
・
管
理
の
負
担
と
「
荒
野
」
の

配
分
の
平
等
を
図
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

樋
は
地
頭
方
三
カ
所
、
法
華
堂
方
三
カ
所
、
両
方
寄
合
が
一
カ
所
と
平
等
に
配
分

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
樋
は
排
水
樋
で
あ
り
、
そ
の
維
持
・
管
理
は
「
西
野
新
開
」
全

体
の
維
持
・
管
理
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
樋
の
維
持
管
理
の
負
担
が

等
分
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
両
者
寄
合
と
さ
れ
た
樋
が
中
分
線
と
重
な
っ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
の
樋
に
接
続
す
る
排
水
溝
が
「
西
野
新
開
」
の
最
も
重
要
な
排
水

溝
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
東
北
部
の
法
華
堂
方

の
樋
は
法
華
堂
方
の
土
地
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
地
頭
方
の
樋

が
一
カ
所
多
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
先
に
述
べ
た
耕
地
面
積
の
差
と
も
関
わ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
塩
堤
」
の
築
造
に
よ
る
開
発
に
つ
い
て
は
黒
田
日
出
男
氏
の
研
究
に
詳
し
い
が
、

こ
の
「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒
野
等
下
地
中
分
絵
図
」
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の

神
崎
川
河
口
地
域
に
お
け
る
開
発
地
の
様
相
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
極
め
て

貴
重
で
あ
る
と
言
え
る
。

四
　「
西
野
新
開
荒
野
等
」
を
め
ぐ
る
人
々

　
「
西
野
新
開
荒
野
等
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
関
与
し
て
い
た
。

　
「
西
野
新
開
荒
野
等
」
は
東
大
寺
法
華
堂
方
と
杭
瀬
荘
地
頭
方
と
に
分
割
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
東
大
寺
法
華
堂
方
は
澄
承
僧
都
、
杭
瀬
荘
地
頭
方
は
地
頭
美
藤
左
衛

門
尉
の
代
官
左
衛
門
三
郎
が
当
事
者
で
あ
っ
た
。

　

澄
承
は
延
慶
か
ら
嘉
暦
の
間
に
、
尼
崎
地
域
関
係
の
史
料
に
登
場
す
る
東
大
寺
僧

で
あ
る
。延
慶
二
年（
一
三
〇
九
）に
は
兵
庫
関
の
雑
掌
と
し
て
見
え
、正
和
元
年（
一

三
一
二
）
に
は
「
東
大
寺
方
段
別
五
升
地
子
使
」
と
し
て
長
洲
荘
に
関
わ
り
、
鴨
社

領
長
洲
御
厨
な
ど
を
押
妨
し
た
と
し
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
和
四
年
（
一

三
一
五
）に
は
長
洲
荘
雑
掌
と
見
え
、ま
た「
長
洲
間
別
預
所
」「
野
地
開
発
田
預
所
」

と
も
見
え
て
い
る
。
嘉
暦
四
年
（
一
三
二
九
）
四
月
以
前
に
、
後
に
見
る
教
性
ら
に

殺
害
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
は
「
長
洲
荘
間
別
并
野
地
村
預
所
」
と
見
え
て
い
る
。

澄
承
は
預
所
と
し
て
「
西
野
新
開
荒
野
等
」
に
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
地
頭
の
美
藤
左
衛
門
尉
は
、
美
藤
と
い
う
名
字
の
武
士
は
同
時
代
に
見
当

た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
尾
藤
左
衛
門
尉
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
得
宗
被
官
の
尾
藤
時
綱
（
後
、
演
心
）
か
そ
の
一
族
と
考
え
ら
れ
る
。
時

綱
は
得
宗
北
条
貞
時
の
側
近
で
あ
り
、
得
宗
家
の
執
事
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
、
有

力
な
得
宗
被
官
で
あ
る
。
ま
た
地
頭
代
左
衛
門
三
郎
に
つ
い
て
は
、
元
徳
二
年
（
一

三
三
〇
）
に
東
大
寺
領
長
洲
荘
（
猪
名
荘
と
も
）
野
地
村
に
乱
入
し
た
「
悪
党
」
教

念
・
教
性
一
党
の
中
に
見
え
る
「
杭
瀬
下
司
左
衛
門
三
郎
」
と
同
一
人
物
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
推
測
が
当
た
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
得
宗
家
執
事
と
「
悪
党
」
と
の
つ

な
が
り
を
示
す
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

絵
図
に
は
ま
た
多
く
の
貼
紙
が
あ
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
名
主
・
作
人

な
ど
、
そ
の
土
地
の
耕
作
の
責
任
者
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
名
前
に
は
同
時
代

の
史
料
に
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
り
、
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
政
所
」「
延
福
寺
」

　

関
係
史
料
に
「
寺
家
政
所
延
福
寺
」・「
野
地
村
内
延
福
寺
」
と
見
え
、
東
大
寺
の

長
洲
荘
に
お
け
る
現
地
拠
点
で
あ
っ
た
。「
延
福
寺
」は
寺
院
そ
の
も
の
を
、「
政
所
」

は
そ
の
職
に
あ
る
個
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
貼
紙
の
下
に
も
、

（
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そ
れ
ぞ
れ
料
紙
に
「
政
所
」「
延
福
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
海
臨
寺
」

　

元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
正
月
日
に
作
成
さ
れ
た
元
亨
元
年
の
長
洲
荘
内
開
発
田

年
貢
散
用
状
に
年
貢
負
担
者
と
し
て
見
え
る
。
近
世
に
は
真
言
宗
寺
院
の
海
臨
寺
が

存
在
し
、
そ
の
跡
地
に
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
銘
の
一
石
五
輪
塔
が
遺
さ
れ
て
い

る
。

「
順
念
」

　

二
カ
所
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
長
洲
御
厨
「
番
頭
」

と
し
て
見
え
る
順
念
と
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

「
教
性
」

　

延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
以
降
、
こ
の
地
域
で
悪
党
と
し
て
活
動
し
た
「
摂
津
国

尼
崎
住
人
江
三
入
道
教
性

　
　

」
と
考
え
ら
れ
る
。
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
兵
庫
関

で
守
護
代
と
合
戦
し
た
悪
党
の
一
員
と
し
て
も
見
え
、
長
洲
荘
悪
党
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
。「
百
姓
江
三
入
道
」
と
も
記
さ
れ
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）
に
は
長
洲

御
厨
「
番
頭
」
と
し
て
も
見
え
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
澄
承
を
殺
害
し
た
人
物

で
も
あ
る
。

「
出
雲
跡
」

　

元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
正
月
日
に
作
成
さ
れ
た
元
亨
元
年
の
長
洲
荘
内
開
発
田

年
貢
散
用
状
に
年
貢
負
担
者
と
し
て
見
え
る
「
出
雲
坊
跡
」
と
同
一
人
物
と
考
え
ら

れ
る
。

「
往
生
院
」

　

あ
る
い
は
摂
津
国
多
田
院
の
往
生
院
か
。

「
少
納
言
」

　

未
詳
。
本
来
は
「
西
野
新
開
」
内
の
耕
地
の
い
ず
れ
か
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
も
の

か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
道
円
ゝ
」

　

未
詳
。
三
カ
所
に
見
え
る
。
こ
の
内
、
最
も
南
側
の
二
本
の
朱
線
で
挟
ま
れ
た
部

分
の
貼
紙
の
下
に
は
「
道
祖
神
田
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
十
念
ゝ
」・「
心
浄
」・「
教
阿
ミ
」・「
覚
宗
ゝ
」

　

未
詳
。

　
「
西
野
新
開
」
の
耕
地
は
、
順
念
・
教
性
が
鴨
社
領
長
洲
御
厨
の
番
頭
で
も
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
他
の
荘
園
領
主
と
も
つ
な
が
り
を
も
つ
人
々
に

よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
た
。「
西
野
新
開
」
を
含
む
神
崎
川
河
口
地
域
は
、
土
地
の

支
配
と
人
の
支
配
と
が
錯
綜
す
る
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る

　

ま
た
東
大
寺
法
華
堂
・
預
所
澄
承
と
地
頭
美
藤
左
衛
門
尉
（
尾
藤
時
綱
カ
）・
地

頭
代
左
衛
門
三
郎
（
杭
瀬
下
司
カ
）
と
の
間
で
中
分
が
な
さ
れ
る
以
前
に
は
、「
西

野
新
開
荒
野
等
」
を
め
ぐ
っ
て
杭
瀬
荘
領
家
藤
原
（
堀
河
）
氏
女
と
浄
土
寺
門
跡
お

よ
び
東
大
寺
と
の
間
に
も
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

七
町
ほ
ど
の
開
発
地
を
舞
台
と
し
て
、
東
大
寺
法
華
堂
・
預
所
澄
承
、
浄
土
寺
門

跡
、
杭
瀬
荘
領
家
藤
原
（
堀
河
）
氏
女
、
杭
瀬
荘
地
頭
美
藤
左
衛
門
尉
（
尾
藤
時
綱

カ
）・
代
官
左
衛
門
三
郎
（
杭
瀬
下
司
カ
）、
住
人
江
三
入
道
教
性
ら
が
利
害
を
争
い
、

教
性
は
「
悪
党
」
と
し
て
訴
え
ら
れ
、
預
所
澄
承
は
教
性
に
殺
害
さ
れ
た
。
そ
し
て

「
悪
党
」
教
性
は
鴨
社
領
長
洲
御
厨
の
番
頭
で
も
あ
り
、
得
宗
被
官
と
の
関
係
も
う

か
が
わ
れ
る
杭
瀬
下
司
左
衛
門
三
郎
と
連
携
し
て
い
た
。

　
「
西
野
新
開
荒
野
等
」
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
状
況
は
、
鎌
倉
末
期
の
社
会
の
全
階

層
を
巻
き
込
ん
だ
錯
綜
状
況
や
利
権
争
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
悪
党
」
の
発
生

の
、
極
め
て
具
体
的
な
事
例
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　
「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒
野
等
下
地
中
分
絵
図
」
は
、
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
時

代
末
期
の
社
会
状
況
の
舞
台
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
も
貴
重
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

東
大
寺
塔
頭
宝
珠
院
に
遺
さ
れ
た
下
地
中
分
絵
図
は
、
東
大
寺
法
華
堂
（
雑
掌
は

澄
承
）
と
杭
瀬
荘
地
頭
美
藤
左
衛
門
尉
（
尾
藤
時
綱
カ
。
代
官
は
左
衛
門
三
郎
（
杭

瀬
下
司
カ
））
と
の
間
で
の
、
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
以
来
の
相
論
に
対
す
る
、

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
三
月
二
十
三
日
の
和
与
の
成
立
と
幕
府
の
裁
許
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
、「
摂
津
国
杭
瀬
荘
西
野
新
開
荒
野
等
下
地
中
分
絵
図
」
を
も
と
に
し

た
現
地
支
配
・
管
理
の
た
め
の
絵
図
と
推
定
で
き
る
。

　

こ
の
絵
図
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
神
崎
川
河
口
地
域
に
お
け
る
開
発
地
の
様
相
を

詳
細
か
つ
具
体
的
に
示
す
絵
図
と
し
て
、
ま
た
、
社
会
の
全
階
層
を
巻
き
込
ん
だ
錯

綜
状
況
や
利
権
争
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
悪
党
」
の
発
生
す
る
状
況
と
そ
の
舞

台
を
描
い
た
絵
図
と
し
て
、
極
め
て
貴
重
な
絵
図
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

東
大
寺
塔
頭
宝
珠
院
所
蔵
文
書
第
七
函
九
号
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
図
書
室
の

パ
ソ
コ
ン
で
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

東
京
大
学
文
学
部
所
蔵
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
日
本
荘
園
絵
図
聚
影　

三

　

近
畿
二
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
）
所
収
）。

（
３
）　

戸
田
芳
実
「
鎌
倉
時
代
の
尼
崎
」（﹃
尼
崎
市
史　

一
﹄、
一
九
六
六
）。
他
に
、
熊

谷
隆
之
「
摂
津
国
長
洲
荘
悪
党
と
公
武
寺
社
」（
勝
山
清
次
編
﹃
南
都
寺
院
文
書
の
世

界
﹄
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
七
）、
大
村
拓
生
「
鎌
倉
後
期
の
尼
崎
」（﹃
地
域
史
研
究

︱
尼
崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
紀
要
︱
﹄
三
九
︱
一
、二
〇
〇
九
）、
市
沢
哲
「
雑
掌
・

悪
党
・
両
使
」（﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
五
〇
、二
〇
一
六
）
も
参
照
。

（
４
）　

元
亨
三
年
二
月
日
杭
瀬
荘
雑
掌
申
状
・（
年
月
日
未
詳
）東
大
寺
衆
徒
等
目
安
案（「
水

木
筈
夫
氏
所
蔵
文
書
」﹃
兵
庫
県
史　

史
料
編　

中
世
五
﹄（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委

員
会
、
一
九
九
〇
）
東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長
洲
荘
五
〇
・
五
一
号
）。

（
５
）　

嘉
元
四
年
七
月
日
東
大
寺
法
華
堂
訴
状
案
・（
嘉
元
四
年
）
七
月
二
十
九
日
東
大
寺

別
当
聖
忠
御
教
書
案
（「
京
都
大
学
所
蔵
宝
珠
院
文
書
」
科
研
報
告
書
﹃
中
世
寺
院
に

お
け
る
内
部
集
団
史
料
の
調
査
・
研
究
﹄（
研
究
代
表
者
勝
山
清
次
）
法
華
堂
文
書
平

安
・
鎌
倉
時
代
分
一
一
〇
・
一
一
一
号
）。

（
６
）　
（
元
亨
二
年
）
杭
瀬
荘
雑
掌
申
状
案
（「
京
都
大
学
所
蔵
宝
珠
院
文
書
」
前
掲
注
（
５
）

科
研
報
告
書
法
華
堂
文
書
平
安
・
鎌
倉
時
代
分
一
三
八
号
）。

（
７
）　

な
お
、
正
和
元
年
（
一
三
一
二
）
に
幕
府
が
杭
瀬
荘
の
地
頭
職
を
停
止
し
、
東
大

寺
に
「
返
付
」
し
て
い
る
（
正
和
元
年
八
月
二
十
六
日
関
東
御
教
書
案
（「
東
京
大
学

文
学
部
所
蔵
東
大
寺
文
書
」
前
掲
注
（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長

洲
荘
四
一
号
）
が
、
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
に
地
頭
と
の
間
に
和
与
が
成
立
し
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
地
頭
職
停
止
は
撤
回
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）　

暦
応
三
年
九
月
二
十
七
日
足
利
直
義
下
知
状
案（「
真
福
寺
所
蔵
文
書
」前
掲
注（
４
）

﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長
洲
荘
七
二
号
）。
な
お
、
淡
路
国
由
良
荘
を

め
ぐ
る
相
論
で
は
、
和
与
状
作
成
の
翌
日
に
鎌
倉
で
裁
許
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
（
元

応
元
年
十
二
月
二
十
六
日
淡
路
国
由
良
荘
雑
掌
・
地
頭
和
与
状
、
元
応
元
年
十
二
月

二
十
七
日
関
東
下
知
状
。
い
ず
れ
も
「
山
城
若
王
子
神
社
文
書
」﹃
鎌
倉
遺
文
﹄

三
五
︱
二
七
三
四
七
・
二
七
三
四
八
号
）。
杭
瀬
荘
を
め
ぐ
る
相
論
も
、
鎌
倉
で
取
り

扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
和
与
と
同
日
の
裁
許
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）　

中
分
線
の
左
右
に
執
権
・
連
署
の
花
押
が
記
さ
れ
た
下
地
中
分
絵
図
と
し
て
は
正

嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
の
「
伯
耆
国
河
村
郡
東
郷
荘
下
地
中
分
絵
図
」
が
、
両
当
事

者
の
署
名
・
花
押
が
記
さ
れ
た
下
地
中
分
絵
図
と
し
て
は
元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）

の
「
薩
摩
国
日
置
北
郷
下
地
中
分
絵
図
」
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
編
﹃
日
本
荘
園
絵
図
聚
影
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
（
嘉
暦
四
年
）
東
大
寺
法
華
堂
禅
徒
等
申
状
案
（「
京
都
大
学
所
蔵
宝
珠
院
文
書
」

前
掲
注
（
３
）﹃
南
都
寺
院
文
書
の
世
界
﹄
摂
津
国
長
洲
荘
悪
党
関
係
史
料
三
号
）・

元
徳
二
年
十
月
十
三
日
斎
藤
基
伝
請
文
案
（
同
前
四
号
）・
元
徳
三
年
八
月
八
日
東
大

寺
年
預
五
師
円
英
書
状
案
（
同
前
四
号
）。

（
11
）　

黒
田
日
出
男
「﹁
塩
堤
﹂
開
発
と
そ
の
技
術
」（﹃
日
本
中
世
開
発
史
の
研
究
﹄
校
倉

書
房
、
一
九
八
四
、
初
出
は
一
九
八
三
）。
な
お
﹃
図
説　

尼
崎
の
歴
史　

上
﹄（
尼

崎
市
立
地
域
研
究
史
料
館
、
二
〇
〇
七
）
も
参
照
。



（　 ）　東大寺宝珠院所蔵絵図から見た鎌倉時代後期の尼崎地域（西田）9

（
12
）　

澄
承
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
３
）
戸
田
論
文
他
を
参
照
。

（
13
）　

延
慶
二
年
二
月
二
十
三
日
小
綱
了
尊
等
連
署
起
請
文
（「
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館

所
蔵
狩
野
亨
吉
氏
蒐
集
文
書
」
前
掲
注
（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
兵
庫
関
四

号
）。

（
14
）　

正
和
元
年
六
月
日
鴨
御
祖
太
神
宮
社
司
等
重
申
状
案
（「
京
都
大
学
文
学
部
博
物
館

所
蔵
東
大
寺
法
華
堂
文
書
」
前
掲
注
（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長

洲
荘
四
〇
号
）。

（
15
）　

正
和
四
年
五
月
十
七
日
年
預
五
師
某
書
状
案
・
正
和
四
年
七
月
十
三
日
澄
承
長
洲

荘
雑
掌
職
請
文
（
前
掲
注
（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長
洲
荘

四
八
・
四
九
号
）。（
年
月
日
未
詳
）
兵
庫
関
前
雑
掌
澄
承
申
状
（
前
闕
）（「
東
大
寺

文
書
」
大
日
本
古
文
書
﹃
東
大
寺
文
書
﹄
二
〇
︱
一
三
二
六
号
）。

（
16
）　

嘉
暦
四
年
四
月
七
日
年
預
五
師
清
寛
書
状
案（
土
代
）（
前
掲
注（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄

東
大
寺
文
書
猪
名
荘
・
長
洲
荘
五
五
号
）。

（
17
）　

尾
藤
時
綱
に
つ
い
て
は
細
川
重
男
「
尾
藤
左
衛
門
入
道
演
心
に
つ
い
て
」（﹃
鎌
倉

政
権
得
宗
専
制
論
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
、
初
出
は
一
九
九
六
）
を
参
照
。
時

綱
は
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
に
は
出
家
し
て
い
る
が
、
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）

ま
で
は
在
俗
で
あ
り
、
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
の
「
美
藤
左
衛
門
尉
」
を
尾
藤
時

綱
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。

（
18
）　

前
掲
注
（
10
）
元
徳
二
年
十
月
十
三
日
斎
藤
基
伝
請
文
案
。

（
19
）　

前
掲
注
（
10
）（
嘉
暦
四
年
）
東
大
寺
法
華
堂
禅
徒
等
申
状
案
・
元
徳
二
年
十
月

十
三
日
斎
藤
基
伝
請
文
案
。

（
20
）　

元
亨
二
年
正
月
日
摂
津
国
長
洲
荘
内
開
発
田
年
貢
散
用
状
案
（「
京
都
大
学
所
蔵
宝

珠
院
文
書
」前
掲
注（
５
）科
研
報
告
書
法
華
堂
文
書
平
安
・
鎌
倉
時
代
分
一
三
七
号
）。

（
21
）　
﹃
兵
庫
県
の
地
名
﹄（
日
本
歴
史
地
名
大
系
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
）「
中
長
洲
村
」

の
項
。

（
22
）　

嘉
暦
元
年
九
月
日
摂
津
長
洲
御
厨
代
官
沙
汰
人
等
連
署
起
請
文
（「
摂
津
大
覚
寺
文

書
」﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
八
︱
二
九
六
一
〇
号
）。

（
23
）　

前
掲
注
（
10
）（
嘉
暦
四
年
）
東
大
寺
法
華
堂
禅
徒
等
申
状
案
。

（
24
）　

正
和
四
年
十
一
月
日
摂
津
国
兵
庫
関
悪
党
交
名
注
進
状
案
（「
内
閣
文
庫
所
蔵
摂
津

国
古
文
書
」
前
掲
注
（
４
）﹃
兵
庫
県
史
﹄
東
大
寺
文
書
兵
庫
関
三
四
号
）。

（
25
）　

前
掲
注
（
３
）
熊
谷
論
文
。

（
26
）　

前
掲
注
（
10
）
元
徳
三
年
八
月
八
日
東
大
寺
年
預
五
師
円
英
書
状
案
。

（
27
）　

前
掲
注
（
22
）
史
料
。

（
28
）　

前
掲
注
（
20
）
史
料
。

（
29
）　

前
掲
注
（
３
）
戸
田
論
文
。

付
記

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
東
大
寺
宝
珠
院
住
職
佐
保
山
曉
祥
氏
な
ら
び
に
ご
家
族
、
遠

藤
基
郎
氏
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
二
四
三
二
〇
一
二
四
・
二
四
二
四
二
〇
二
〇
・

二
五
二
四
〇
〇
五
二
の
研
究
成
果
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
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